
令 和 ２ 年 ６ 月 1 9 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 課 

教 育 部 図 書 館 

武蔵野プレイスと市立図書館の段階的なサービス再開（ステップ３）について 

1. ステップ３への移行日 ７月２日（木） 

2. ステップ３で再開するサービス 

(1) 武蔵野プレイス ワーキングデスク、スタディコーナー、ワークラウンジ 

(2) 市立図書館  閲覧席利用、学習室（席）利用 

3. 感染防止策 

「施設利用基準（令和２年６月）」を踏まえたうえ、各施設の特性に応じた感染防止策を追加

で講じ、利用者が館内の閲覧席を利用できる（ステップ３）を再開する。 

(1) 武蔵野プレイス 

項 目 内 容 

利用定員 利用定員を制限する（定員半数にするなど） 

利用者情報記録 利用者情報を記録する 

利用者入替時対応 利用者入替時の接触を避け、その間に消毒を行う 

 

(2) 市立図書館 

項 目 内 容 

利用定員 
一定時間利用される区画（グループ学習室、個人学習席）について

は、利用定員を半数にする 

利用者情報記録 
一定時間利用される区画（グループ学習室、個人学習席）について

は、利用者情報を記録する 

利用時間 利用時間の短縮を促す全館アナウンスを実施する 

返却後資料の待機

期間設定 

返却資料のうち予約されているものは清掃し貸出を行う。（72 時間

待機は終了） 

机椅子の利用制限 
十分な距離間隔（席数約半分）を確保し、机椅子席を設置、利用可

とする 

※上記以外の図書館の感染防止策は、ステップ２の内容を継続する 

 


